
重要事項説明書 
（訪問介護・介護予防・日常生活支援総合事業第１号訪問事業） 

令和 8年 6月 1日改訂版 

１. 事業の目的と運営方針 

事
業
の
目
的 

 プライマリー株式会社が設置する、ヘルパーステーション和里（にこり）（以下「事
業所」と言います）が行う、指定訪問介護事業（介護予防・日常生活支援総合事業第 1
号事業）（以下「事業」と言います）は、居宅介護者（以下「利用者」と言います）に
ついて、利用者の居宅において、入浴、排泄、食事等の介護その他の日常生活の世話
であって、厚生労働省令で定めるもの等の適切な介護サービスを提供することを目的
とします。 

運
営
の
方
針 

1 事業者は、介護保険法の主旨にそって、利用者が要介護状態（予防）となった場合
においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自
立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排泄、食事の介護その他の生活全
般にわたる援助を行います。 

2 事業者は、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ってサービスを
提供するよう努めます。 

3 事業の実施にあたっては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスとの密接
な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めます。 

 

２. 事業所の内容 

 （1）事業所運営会社 

会 社 名  プライマリー株式会社 

所 在 地  北見市西三輪 5 丁目 15 番地 18 

代 表 者  代表取締役 平林 満也 

電 話 番 号  0157－36－5803 ＦＡＸ番号  0157－36－5810 

設 立 年 月 日  平成 26 年 10 月 20 日 

  

（2）事業所概要 

事 業 所 の 名 称  ヘルパーステーション和里（にこり） 

事 業 所 の 種 類  指定訪問介護及び第 1 号訪問介護（介護予防訪問介護相当） 

事業所の所在地  北見市東相内町 167 番地 35 

電 話 番 号  0157－57－3995 ＦＡＸ番号 0157－36－5810 

管 理 者 氏 名  平林 満也 

通常の実施地域  北見市内（留辺蘂・常呂自治区を除く） 

受 付 時 間  月～金曜日 9 時～17 時 30 分（土日、祝祭日の受付は休み） 

サービス提供時間  年中無休 

 

（3）事業所の従業者体制 

職種 従事するサービス種類・業務 人員 

管理者 業務の一元的な管理 1 名（兼務） 
サービス提供責任者 利用申込に係る調整、訪問介護計画の作成・変更及

び利用者・家族への説明、訪問介護員への技術指導
等サービス提供の管理 

1 名（専従） 

訪問介護員 訪問介護の提供 10 名以上 

（兼務） 



３. 当事業所が提供するサービスと利用料金 

  重要事項説明書別紙のとおり 

 

４. 利用料金のお支払い方法 

   前記の料金・費用は１ヶ月ごとに計算しご請求しますので、翌月末日までに以下のいずれか

の方法でお支払い下さい。 

ア．窓口での現金支払 

イ．指定口座への振込 

ウ．指定口座への振替（自動引き落とし） 

 

５．サービス利用にあたっての留意事項 

 ① 利用者又はその家族は、体調の変化があった際には事業所の従事者にご一報下さい。 

 ② 事業所では、原則として利用者宅の鍵のお預かりはいたしません。鍵の取扱いについては、

利用者又はそのご家族とご相談させていただきます。 

 ③ 従事者に対する贈物や飲食のもてなしは、お受けできません。 

 

６. 緊急時の対応 

   サービス提供時利用者の病状が急変した場合、その他必要な場合は、サービス提供中の訪問

介護員が管理者に連絡を取り、速やかに主治医や利用者の家族に連絡等を取るなど必要な措置

を講じます。サービス提供時以外の緊急時の連絡先等は以下のとおりです。 

①  緊急時連絡先： ヘルパーステーション和里（にこり） 電話 0157―57―3995 

  ② 対応時間： 電話は常時連絡可能です。訪問介護員不在時でも、管理者に連絡を取りサー

ビス提供時と同様に必要な措置を講じます。 

 

７. 事故発生時の対応 

   サービス提供により事故が発生した場合には、家族、市町村及び関係諸機関等への連絡を行 

うなど必要な措置を講じ、事故の状況や事故に際してとった処理について記録し、賠償すべ 

き事故の場合は、損害賠償を速やかに行います。 

ご 家 族 かかりつけ医（主治医） 

氏名 

 

 病院名             

(        Dr) 

住所  

 

住所  

電話番号

(携帯番号) 

 

 

電話番号  

 

 

 

 

 



８. 個人情報の取扱いについて 

  別記「個人情報の取扱いについて」のとおり 

 

９. 苦情処理体制について 

   当事業所に対する苦情は面接、電話、書面により苦情受付担当者が受付けます。 

  苦情受付担当者が受付けた苦情を苦情解決責任者に報告いたします。 

  苦情解決責任者は、苦情申出人と誠意をもって話し合い、解決に努めます。 

  苦情解決責任者は、苦情申出人に改善を約束した事項については一定期間後その結果を報告し

ます。 

    ○苦情受付担当者： サービス提供責任者  久司 優子 

    ○苦情解決責任者： 事業所管理者     平林 満也 

  ※保険者や下記の公的機関においても苦情申出ができます。 

機関名 住所 電話番号 

北見市役所 介護福祉課 北見市大通西 3 丁目 1 番地 1 ２５－１１４４ 

北海道国民健康保険団体連合会 札幌市中央区南 2 条西 14 丁目 011－231－5161 

 

 

１０. 提供するサービスの第三者評価の実施状況について 

   〇実施の有無      ： 無 

   〇実施した直近の年月日 ： － 

   〇実施した評価機関の名称： － 

   〇評価結果の開示状況  ： － 

 

１１. 損害賠償について 

    当事業所において、事業所の責任により利用者に生じた損害については、事業所は速やか

にその損害を賠償します。守秘義務に違反した場合も同様とします。 

    但し、損害の発生について、利用者に故意又は過失が認められた場合には、利用者の置か

れた心身の状況等を斟酌して減額するのが相当と認められた場合には、事業所の損害賠償責

任を減じさせていただきます。 

 

１２．身分証携行義務 

訪問介護員等は、常に身分証を携行し、初回訪問時及び利用者又は利用者の家族から提示

を求められた時は、いつでも身分証を提示します。 

 

１３．虐待・身体拘束の防止について 

    当事業所は、利用者等の人権擁護・虐待防止等のために、次に掲げるとおり必要な措置を

講じます。 

   １．虐待防止・身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を定期的に開催し、その

結果について従業者に周知徹底を図ります。 



   ２．虐待防止・身体拘束等の適正化のための指針の整備をしています。 

   ３．従業者に対して、虐待防止・身体拘束等の適正化のための定期的な研修を実施する等の

必要な措置を講じます。 

   ４．事業所は利用者が成年後見制度を利用できるよう支援を行います。 

   ５．サービス提供中に当該事業所従事者又は擁護者等による虐待等を受けたと思われる利用

者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報します。 

   ６．事業所は、利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場

合を除き、身体的拘束等を行いません。 

やむを得ず身体的拘束等を行う場合には、事前に十分な説明の上利用者又は家族等に同意

を得るとともに、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない

理由を記録致します。 

   ７．虐待防止・身体拘束等の適正化に関する担当者を選定しています。 

 

１４．衛生管理の強化について 

事業所において感染症等が発生し、又はまん延しないように、次に掲げる措置を講じます。 

   １．訪問介護員等の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行います。 

   ２．事業所の設備及び備品等について、衛生的な管理に努めます。 

   ３．事業所における感染症等の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会を概ね

６月に１回以上開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底しています。 

   ４．事業所における感染症等の予防及びまん延防止のための指針を整備しています。 

   ５．従業者に対し、感染症等の予防及びまん延防止のための研修及び訓練を定期的に実施し

ます。 

 

１５．業務継続に向けた取組の強化について 

   １．感染症等や非常災害の発生時において、利用者に対する指定訪問介護の提供を継続的に

実施するため、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画を策定し、当該業務継

続計画に従って必要な措置を講じます。 

   ２．従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的

に実施します。 

 

１６．ハラスメント対策について 

    事業所は、介護現場で働く従業者の安全確保と安心して働き続けられる労働環境が築ける

ようハラスメントの防止に向け取り組みます。 

   １．事業所内において行われる優越的な関係を背景とした言動や、業務上必要かつ相当な範

囲を超える下記の行為は組織として許容しません。 

   ア）身体的な力を使って危害を及ぼす（及ぼされそうになった）行為。 

   イ）個人の尊厳や人格を言葉や態度によって傷つけたり、おとしめたりする行為。 

   ウ）意に沿わない性的言動、好意的態度の要求等、性的ないやがらせ行為。 

   上記は、当該従業者、取引先事業者の方、ご利用者及びその家族等が対象となります。 



   ２．ハラスメント事案が発生した場合、迅速な対応と、再発防止会議等により、同時案件が

発生しない為の再発防止策を検討します。 

   ３．従業者に対し、ハラスメントに対する基本的な考え方について研修等を実施します。 

   ４．ハラスメントと判断された場合には、行為者に対し、関係機関への連絡、相談、環境改

善に対する必要な措置、利用契約の解約等の措置を講じます。 

 

 

 令和  年  月  日 
 指定訪問介護又介護予防・日常生活支援総合事業サービスの開始にあたり、利用者に対して契約

書及び本書面に基づいて重要な事項を説明し交付しました。 

【事業者】 

             所在地：  北見市西三輪 5 丁目 15 番地 18 

             事業者：  プライマリー株式会社 

                   代表取締役 平林 満也    ㊞ 

 

             事業所：  ヘルパーステーション和里（にこり） 

             説明者：        久司 優子    ㊞ 

 

 令和  年  月  日 
 私は、契約書及び本書面により、事業者から指定訪問介護又は介護予防・日常生活支援総合事業

サービスについて重要事項説明を受け同意しました。 

【利用者】 

             住所：                    

             氏名：                  ㊞ 

【代理人（選任した場合）】 

             住所：                    

             氏名：                  ㊞ 

             利用者との続柄（        ） 

 

 

 

 

 



重要事項説明書（別紙） 

                               令和 8 年 6月 1 日現在 

●介護保険給付対象サービスの内容及び利用料金 

１. サービスの内容 
「身体介護」 
 
 
 
 
 

生活介護 食事介助、全身清拭、全身浴介助等 

身の回り介護 
排泄介助、部分清拭、部分浴介助、整
容介助、更衣介助等 

動作介護 
体位交換、移動介助、移乗介助、起床
介助、就寝介助等 

「生活援助」 
 
（身体介護以外の訪問介護） 

掃除、洗濯、調理などの日常生活の援助 

 
 ※初回訪問時又は初回訪問と同月内の訪問時には、サービス提供責任者自らが訪問介護を行うか、他の訪

問介護員が訪問介護を行う際に同行訪問を行います。 
 
 
２. 利用料金 
 利用者の負担割合は所得により１割・２割・３割負担があります。契約時において介護保険負担割合証を 
確認し、その負担割合により料金が決まります。 
なお、以下の基本的な利用料金表は１割負担割合で記載しております。 
 
 
（1）訪問型サービス（第 1号訪問介護）介護予防・日常生活支援総合事業 
・訪問型独自サービス費 2,870 円／回 
・初回加算 自己負担額・・・200 円（利用開始月にサービス提供責任者が訪問又は同行訪問した場合） 
・生活機能向上連携加算 自己負担額・・・（Ⅰ）100 円 （Ⅱ）200 円 ／1 月につき 
・認知症専門ケア加算  自己負担額・・・（Ⅰ）３円 （Ⅱ）４円 ／1 日につき 
・口腔連携強化加算 自己負担額・・・500 円／１月１回限度 
・特別地域加算 15％を加算します。（支給限度額管理対象外） 

・同一建物減算 当事業所は 10％を減算します。 
・介護職員等処遇改善加算Ⅱ（イ）  介護給付費総月額の 24.9％を加算します。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

・利用者の身体に直接接触して行う介助 
・その介助を行うために必要な準備・後始末 
・利用者の日常生活を営むのに必要な機能の向

上等のための介助及び専門的な援助 
・日常生活支援の見守り的援助 



（2）訪問介護 

基本的な利用料（自己負担額） 

 

身体介護中心の場合

の自己負担額 

20 分未満 20 分～30 分未満 30 分～1 時間未満 1 時間～1 時間 30 分未満 以降 30 分毎 

163 円 244 円 387 円 567 円 82 円追加 

生活援助中心の場合 

の自己負担額 

20 分未満 20 分以上～45 分未満 45 分以上 

生活援助の 20 分未満は 

ありません 
179 円 220 円 

身体介護の後に生活

援助を利用した場合

の自己負担額 

（身体介護利用後） 

20 分～45 分未満 

（身体介護利用後） 

45 分～1 時間 10 分未満 

（身体介護利用後） 

1 時間 10 分以上 

身体介護自己負担額 

＋65 円（追加） 

身体介護自己負担額 

＋130 円（追加） 

身体介護自己負担額 

＋195 円（追加） 

 ※当事業所は特定事業所加算を算定していません 

 ※身体介護 20 分未満は夜間、早朝、深夜の場合のみの実施となります 

その他の利用料（加算・減算・割増） 

・初回加算 自己負担額 200 円（初回利用時又は初回利用と同月内にサービス提供責任者が訪問又は同行訪問） 

・生活機能向上連携加算 自己負担額・・・（Ⅰ）100 円 （Ⅱ）200 円 ／1 月につき 

・緊急時訪問介護加算 自己負担額 100 円 

・認知症専門ケア加算  自己負担額・・・（Ⅰ）3 円 （Ⅱ）4 円 ／1 日につき 

・口腔連携強化加算 自己負担額・・・500 円／１月１回限度 

・平常の時間帯（午前 8 時から午後 6 時）以外の時間帯でサービスを行う場合は、次の割合で利用料金に割増料

金が加算されます。割増料金は、介護保険の支給限度内であれば介護保険の対象となります。 

  ・夜間（午後 6 時～午後 10 時）+25％ ・早朝（午前 6 時～午前 8 時）+25％ 

  ・深夜（午後 10 時～午前 6 時）+50％ 

・二人の訪問介護員が共同でサービスを行う必要がある場合は、通常の２倍の料金をいただきます。 

・特別地域加算 15％を加算します。（支給限度額管理対象外） 

・同一建物減算 当事業所は 10％を減算します。 
・介護職員等処遇改善加算Ⅱ（イ） 介護給付費総月額の 24.9％を加算します。 

 
（3）介護保険給付対象外サービスの内容及び利用料金 

介護保険給付の支給限度額を超えてのサービス利用 超過分は介護保険の給付がなく 10 割負担となります 

通常の実施区域外へ出向いての訪問介護 実施地域外の交通費の実費。自動車を利用した場合は

往復 10 ㎞未満 300 円、往復 10 ㎞以上 500 円 

訪問介護で行う通院介助の交通費 利用者・訪問介護員に要した交通費の実費 

 
※サービス利用料金について、介護給付費体系の変更があった場合、又は、経済状況の著しい変化その他や
むを得ない事由がある場合、事業所は当該サービスの利用料金を変更させていただくことがあります。 
 
※キャンセル料・・・利用者の都合により、サービスを中止した場合は利用者から連絡を受けた日を基準と

して、本来のサービス料金に次の率を乗じた額をキャンセル料としていただきます。 
サービス利用の前日まで 0％、当日 50％、連絡なし 100％ 

尚、利用者の容態の急変等やむを得ない理由により中止となった場合キャンセル料は頂きません。 
※業務継続計画を策定実施済により減算はありません。 
※高齢者虐待防止措置を実施済により減算はありません。 
 


